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第１章 総則 

第１条（約款の適用） 

株式会社アドバンスコープ（以下、「当社」という。）は、当社が定める ads.mobile サービス加入契約

約款（以下、「本約款」という。）により、ads.mobile サービス（以下、「本サービス」という。）を提供

するものとします。 

 

第２条（約款の変更） 

当社は、本約款を変更することがあります。約款変更後の本サービスに係る料金、その他の提供条件は、

変更後の約款によります。変更後の約款は当社ホームページ（https://www.catv-ads.jp）におい

て公表します。この場合、加入者は変更後の約款の運用を受けます。 

 

第３条（用語の定義） 

本約款においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。 

ads.mobile サービス 

本約款に基づいて提供される当社の本サービスの総称。 

株式会社 NTT ドコモ（以下、「特定事業者」という。）が提供する「LTE／5G サービス契約約款」に

基づく電気通信サービスを、当社が定める仕様に基づき提供するサービスであり、次に従って区分される

もの。 

一、形状区分 

イ) マルチ SIM カード 

形状を標準 SIM・microSIM・nanoSIM とする SIM カードを当社が貸与するもの。 

ロ) nanoSIM カード 

形状を nanoSIM とする SIM カードを当社が貸与するもの。 

  ハ）eSIM 

     物理的な SIM カードを用いず、移動無線装置にあらかじめ組み込まれた IC チップに対して、 

 本サービスの提供に必要な情報を遠隔で書き込むためのプロファイルを当社が発行するもの。 

二、 機能区分 

イ) データ通信機能 

インターネットプロトコルによる相互通信を利用できる SIM を貸与又は発行するもの。 

ロ) SMS 機能 

インターネットプロトコルによる相互通信並びに国内での送受信及び国外への送信が可能な

SMS 機能を利用できる SIM を当社が貸与又は発行するもの。 

ハ) 音声通話機能 

インターネットプロトコルによる相互通信、国内及び国外での送受信が可能な音声通話機能を

利用できる SIM を当社が貸与又は発行するもの。 
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ニ）バンドルクーポン 

当社が定める特定のプランに毎月割り当てられる一定量のクーポン（契約者が、当社が定める 

通信速度を超えて特定事業者の LTE 網を利用した通信を行うために必要なものをいう。）の 

こと。 

三、 提供区分 

イ) 音声 SIM 

当社が本サービスを提供するにあたり、SIM を契約者に貸与又は発行するもの。 

ロ) 音声 SIM+スマートホン端末 

当社が SIM と共に、契約者に端末を販売するもの。割賦販売の場合は、別に定める個品割

賦販売契約約款に基づき当社から契約者に端末を販売する。 

四、 料金プラン 

イ) １GB 音声プラン 

１枚の SIM 等（形状及び機能は契約者が指定するものとします。）を利用することができ、か

つ、１GB のバンドルクーポンが利用できるもの。 

ロ) ３GB 音声プラン 

１枚の SIM 等（形状及び機能は契約者が指定するものとします。）を利用することができ、か

つ、３GB のバンドルクーポンが利用できるもの。 

ハ) ５GB 音声プラン 

１枚の SIM 等（形状及び機能は契約者が指定するものとします。）を利用することができ、か

つ、５GB のバンドルクーポンが利用できるもの。 

ニ) １０GB 音声プラン 

１枚の SIM 等（形状及び機能は契約者が指定するものとします。）を利用することができ、か

つ、１０GB のバンドルクーポンが利用できるもの。 

ホ) ２０GB 音声プラン 

１枚の SIM 等（形状及び機能は契約者が指定するものとします。）を利用することができ、か

つ、２０GB のバンドルクーポンが利用できるもの。 

へ）５０GB 音声プラン 

１枚の SIM 等（形状及び機能は契約者が指定するものとします。）を利用することができ、か

つ、５０GB のバンドルクーポンが利用できるもの。 

 

五、オプション 

イ) 追加クーポン 

契約者が必要に応じて利用者識別番号毎にデータ容量の購入ができるもの。 

ロ) テクニカル＆リモートサポート 
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端末の取り扱い／操作に関する問合せ対応、端末故障の保証サービスに関する問合せ対応、

保証の手配、及びセキュリティに関する対応、その他、当社が別に定める規約に準ずるものとしま

す。 

ハ) スマートフォンセキュリティ 

ソースネクスト株式会社が提供するスマートフォンセキュリティサービス。ウィルス検査、Web セキュ

リティを利用できるもの。その他、当社が別に定める規約に準ずるものとします。 

ニ) ウイルスバスターモバイル 

トレンドマイクロ株式会社が提供するスマートフォンセキュリティサービス。ウィルス検査、Web セキ 

ュリティ、アプリ管理を利用できるもの。 

ホ) i-フィルターfor マルチデバイス 

デジタルアーツ株式会社が提供する未成年を対象とするセキュリティサービス、意図しないのに表

示される Web サイトについて、有害サイトへ繋がらないように閲覧管理ができるもの。その他、当

社が別に定める規約に準ずるものとします。 

ヘ) 延長保証 

自然故障や落下による破損、水漏れ等による故障端末を修理できるもの。メーカー保証含む

３年間を保証期間とします。その他、当社が別に定める規約に準ずるものとします。 

ト) 留守番電話 

契約者回線に着信した通話のメッセージの蓄積又は再生及び契約者回線への着信に対してあ

らかじめ登録したメッセージの再生をする機能。 

チ) 割り込み電話 

通話中に他の契約者回線等から着信があることを知らせ、端末設備の操作を行うことにより、現

に通話中の通話を保留し、その着信に応答して通話を行った後、再び保留中の通話を行うこと

ができるようにする機能。 

リ) １０分カケホ（専用アプリ必要）※令和 4 年 2 月 28 日をもって新規受付は終了。 

節約ダイヤラーアプリを使用して発信するか、音声通話の発信時に「００３７-６９２」を通話

番号の先頭に付加して通話した場合は１回の通話につき最大１０分以内の国内通話料が

通話回数に上限なく無料となります。また１回の通話が１０分を超過した場合は、超過分３

０秒ごとに通話料１１円（税込）が課金されるものとします。 

ヌ) １０分カケホ及び１０分カケホ（法人） 

音声通話の発信時に「００７７-５０２」を付加（プレフィックス番号自動付与）して通話し

た場合は１回の通話につき最大１０分以内の国内通話料が通話回数に上限なく無料となり

ます。また１回の通話が１０分を超過した場合は、超過分３０秒ごとに通話料１１円（税

込）が課金されるものとします。 

ル) かけ放題 

音声通話の発信時に「００７７-５０２」を付加（プレフィックス番号自動付与）して通話し

た場合は国内通話料が通話回数に上限なく無料となります。 
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２． ads.mobile サービス申込者 

当社から ads.mobile サービスの提供を受けるための契約を申込む者（以下、「申込者」という。）。 

３． ads.mobile サービス契約 

当社から ads.mobile サービスの提供を受けるための契約（以下、「本契約」という。）。 

４． ads.mobile サービス契約者 

当社と本契約を締結している者（以下、「契約者」という。）。 

５.ads.mobile サービス利用者 

当社が提供する本サービスを利用する者（以下、「利用者」という。）。 

６．利用者識別番号 

利用者を識別するための番号であって、本サービス契約に基づいて特定事業者が利用者に割り当てるも

の。 

７．MNP 

電話番号を変更することなく、電気通信事業者を変更して音声通話機能付き SIM 等の提供を受けら

れるもの。 

８．回線名義人 

MNP を利用する電話番号で電気通信事業者と契約している者、又は利用者識別番号名義人。 

９．移動無線装置 

本契約に基づいて陸上（河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。）において使用されるアン

テナ及び無線送受信装置。 

１０．無線基地局設備 

移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備。 

１１．利用者回線 

本契約に基づいて無線基地局設備と当社が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線。 

１２．SIM 等 

利用者識別番号その他の情報を記憶することができるカード（以下「SIM カード」といいます。） 及び 

eSIM を総称して「SIM 等」といいます。 なお、SIM カードは当社から契約者への貸与物とし、 eSIM 

は当社から契約者への発行物とします。 

１３．パケット通信 

電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信。 

１４．利用者回線等 

利用者回線及び利用者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、当社又は特

定事業者が必要に応じ設置する電気通信設備。 

１５．利用開始日 

本サービス利用の申込みを当社が承諾した後、当社が契約者に SIM を貸与又は発行する日。
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第 2 章 契約条件と種類 

第４条（契約の条件と種類） 

本サービスには、別表１に規定する種類があります。 
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第２章 利用契約 

第５条（契約の単位） 

当社は、利用者識別番号１番号ごとに、１の本契約を締結します。 

 

第６条（本契約の申込み方法） 

本契約の申込み（以下、「申込み」という。）は、本約款に同意のうえ、当社所定の申込み様式にて次 

の事項を当社に提出するものとします。 

一、 本契約の申込者の氏名、住所、生年月日、及び本人確認（携帯音声通信事業者による契約者

等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律（平成１７年４月１

５日法律第３１号）第９条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を

特定する情報の確認を行うことをいう。以下、同じとする。）のために当社が別途定める書類。 

二、 申込者と契約者が異なる場合は、以下の書類。 

イ) 契約者の氏名、住所、生年月日、及び本人確認のために当社が別途定める書類。 

ロ) 申込者が第７章 料金等の各条に同意した旨の書類。 

ハ) 契約者が申込者を申込みの代理人とする旨の書類。 

三、その他、申込みの内容を特定するために必要な事項の書類。 

 

第７条（申込みの承諾） 

当社は、本契約の申込みがあった時は、原則として受け付けると同時に承諾します。承諾後、いかなる

理由であっても申込みの撤回は受け付けないものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、

当該申込みを承諾しないことがあります。 

一、 申込者又は契約者が月額利用料金等、当社のその他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそ 

れがある時。 

二、 申込者又は契約者が、本約款に違反するおそれがある時。 

三、 申込者が、申込内容に虚偽の記載をした時。 

四、 サービスの提供が著しく困難である時。 

五、 申込者が、第１３条（当社が行う停止及び解除）の事由に該当する時。 

六、 申込者が、申込みより以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、か

つ、当社から当該契約を解除したことがある時。 

七、 前条（本契約の申込み方法）において、申込者又は契約者の本人確認及び利用者の特定がで

きない時。 

八、 その他、本契約締結が不適当である場合。 

２．前項の規定により申込みを拒絶した時は、当社は、申込者に対しその旨を通知します。 

３．当社は、申込者から、前条（本契約の申込み方法）に規定する当該書類の提出が行われない 

間は、当社は、第１項に基づく申込みの承諾を留保又は拒絶するものとします。 
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４．当社は、同一の申込者が同時に利用することのできる本サービスの個数の上限を定めることができ 

るものとします。この場合において、当該個数の上限を超えて本サービスの利用の申込みがあった時は、

当社は、当該上限を超える部分に係る申込みを承諾しないものとします。 

５． 第１項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がない時は、その申込みの承諾を延期 

することがあります。 

６. 当社は申込者が未成年の場合は、申込みの承諾をしないものとします。未成年者がご利用する場 

合は保護者の方が申込みをするものとします。 

 

第８条（利用料金） 

契約者は別表１に定める利用料金を当社が指定する方法により支払うものとします。 

一、 ads.mobile サービス基本利用料金 

ads.mobile サービス基本利用料金は、当月利用料金を翌月に支払うものとします。 

二、 通話料／SMS 利用料金 

通話料／SMS 利用料金は、当月利用料金を翌々月に支払うものとします。 

三、 オプションサービス利用料金 

オプションサービス利用料金は当月利用料金を翌月に支払うものとします。ただし、オプションサービス

を開始した月の当月内に当該オプションサービスを解約した場合も１ヶ月分の利用料金を支払うも

のとし、その利用料金は翌月に支払うものとします。 

２． 当社は、社会経済情勢の変化、提供する本サービスの内容の変更に伴い利用料金の改定をする

ことがあります。その場合は、改定の１ヶ月前までに当該契約者に通知します。 

 

第９条（利用者識別番号） 

本サービスの利用者識別番号は、１の利用者回線毎に特定事業者が定めます。 

２．当社は技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由がある時は、利用者識別番号を変更すること 

があります。 

３．前項の規定により、利用者識別番号を変更する場合には、あらかじめ契約者に通知します。 

 

第１０条（契約内容の変更） 

契約者は、本サービスにおける契約内容の変更の請求をすることができます。ただし、契約内容の変更は

当月１回限りとし、変更の適用は翌月からとなります。 

２． 契約者は前項の規定において契約内容を変更する場合、第６条（本契約の申込み方法）及び

第７条（申込みの承諾）の規定に準じ、事前に当社へその旨を届出書により申し出るものとします。 

 

第１１条（権利譲渡等の禁止） 

契約者は、本サービスの提供を受ける権利を貸与又は当社に無断で第三者に譲渡することはできませ

ん。 
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第１２条（契約者が行う利用契約の解約） 

契約者は、契約を解約する場合（MNPによる転出を含む。）、事前に当社へその旨を届出書により申

し出るものとします。 

２．契約者は、解約日の属する月まで利用料金を支払うものとします。また日割り計算による精算はい

たしません。 

３．契約者は、端末割賦金の残債がある場合は、割賦払い又は一括払いにて支払うものとします。 

４．利用開始日の属する月（以下、「利用開始月」という。）に利用契約の解約はできません。 

 

第１３条（当社が行う停止及び解除） 

当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、催告の上、本サービスの提供の停止、電磁的記録

の削除あるいは本契約を解除することができるものとします。ただし、契約者の都合により当社から契約

者に対する催告が到達しない場合は、催告なしに本サービスの提供を停止あるいは本契約を解除するこ

とができるものとします。 

一、 利用料金の支払い遅延があった時。 

二、 破産、競売、民事再生、会社更生の申立て等があった時。 

三、 差押、仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分その他これに準ずる処分を受けた時。 

四、 本約款に違反する行為があった場合。 

五、 前各号のほか、本約款の規定に違反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行に

著しい支障を及ぼす、又は及ぼすおそれがある行為をした時。 

２．前項の場合、契約者は当社が本サービスの停止あるいは契約の解除をした日の属する月まで利用

料金を含む未払いの料金（以下、「未納料金」という。）を支払うものとします。 

３． 当社は、本条第１項の規定により契約者に対して本サービスを停止した後、催告により当社が指 

定した解除期日までに未納料金の支払いが確認できない場合は、本契約を解除するものとします。 

４． 電力・電話の無電柱化等、やむを得ない事情により当社又は特定事業者の電気通信設備の変 

更を余儀なくされ、かつ当社又は特定事業者の電気通信設備の代替構築が困難な場合、当社は契

約者にあらかじめ理由を説明した上で、本契約を解除できるものとします。 

５． 契約者は、本サービスの提供を停止され解除となった場合、直ちに本約款による全ての権利を失い 

ます。 

６．契約者は、本条第 1 項により本契約が解除されたときは、当社の指定する期日までに貸与を受け

ている SIM カード（eSIM を除きます。）を返還するものとします。 eSIM を利用している場合は、当社

が定める方法により当該 eSIM プロファイルを端末から削除するものとします。 契約者は、別表１に定め

る端末割賦金を支払うものとします。 本サービスの解除に伴い契約者又は利用者に生じた不利益につ

いて、当社は一切の責任を負わないものとします。 

７．本条の規定により利用契約を解除した場合は、利用者識別番号を失効するものとします。 
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第１４条（その他の提供条件） 

本契約に関するその他の提供条件については、別途定めるところによります。 
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第３章 SIM の貸与及び発行等 

第１５条（SIM の貸与及び発行） 

当社は、契約者に対し、本サービスの利用に必要な契約者情報を記録した IC カード （マルチ SIM 

カード、nanoSIM カードの二種類。以下、包括して「SIM カード」といいます。）を貸与します。 この場

合において、貸与する SIM カードの数は、１の本契約につき１枚とします。              

２．契約者が eSIM による利用を希望する場合、当社は、本サービスの利用に必要な情報を記録し

た eSIM プロファイル（以下「eSIM」といいます。）を発行します。                   

３．当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与又は発行する 

SIM 等（SIM カード及び eSIM）を変更することがあります。 この場合は、あらかじめそのことを契約

者に通知します。 

第１６条（利用者識別番号その他の情報の登録等） 

当社は、次の場合には、当社の貸与又は発行する SIM 等に利用者識別番号その他の情報の登録等

を行います。 

一、SIM 等を貸与又は発行する場合。 

二、当社の SIM 等の貸与又は発行を受けている契約者から、その利用者識別番号その他の情報の登

録等を要する請求がある場合。 

三、第 9 条（利用者識別番号）第２項の規定により利用者識別番号を変更する場合。 

 

第１７条（SIM 等の情報消去及び返還）                                 

当社は、次の場合には、当社の貸与又は発行する SIM 等に登録された利用者識別番号その他の情

報を、当社が別に定める方法により消去します。                                

一、SIM 等の貸与又は発行に係る利用契約の解除があった場合。  

二、SIM 等を利用しなくなった場合。                           

２．当社の SIM カード（eSIM を除きます。）の貸与を受けている契約者は、本契約が解除された 

場合、速やかに別表１に定める窓口へ返還するものとします。                         

３．前項の規定によるほか、第１５条（SIM の貸与及び発行）第 3 項の規定により当社が SIM 

の変更を行った場合、契約者は、変更前の SIM カード（eSIM を除きます。）を返還するものとしま

す。 

４．契約者は、eSIM に係る利用契約が解除された場合、自らの責任において移動無線装置に登録

された eSIM プロファイルを速やかに消去するものとします。なお、eSIM は発行物であるため、当社へ

の返還を要しません。 

 

第１８条（SIM 等の管理責任）                                       

契約者は、SIM 等の貸与又は発行を受けている場合、これを注意して管理するものとします。   
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２．契約者は、SIM 等について盗難、紛失又は毀損が生じたときは、速やかに当社に届け出るものと

します。                                                        

３．当社は、第三者が SIM 等を利用した場合であっても、その SIM 等の貸与又は発行を受けてい

る契約者が利用したものとみなします。                                    

４．当社は、SIM 等の盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害について、一切の責任を負わない

ものとします。                                                   

５．契約者は、SIM カード（eSIM を除きます。）の紛失、盗難又は毀損その他の理由により、新た

な SIM 等の貸与又は発行を請求し、その承諾を受けたときは、別表１に定める SIM 同番発行手数

料を支払うものとします。                                            

６．eSIM を利用する契約者は、eSIM プロファイルを厳重に管理するものとし、プロファイルの消失・誤

消去、移動無線装置の紛失・盗難等により生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとし

ます。                                                       

７．契約者の責に帰すべき事由（機種変更、eSIM 消去を伴う初期化、修理に伴う eSIM 再設

定、SIM 等の形状区分の変更、eSIM プロファイルの消失・誤消去、移動無線装置の紛失・盗難

等）により eSIM の再発行が必要となる場合、契約者は別表１に定める手数料を支払うものとしま

す。 

 

 

 

 



15 

 

 

第４章 本サービスの利用制限及び提供休止等 

第１９条（本サービスの利用制限） 

当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めた時は、

災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事

項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うた

め、次に掲げる機関が利用している本サービスの利用を中止する措置をとることがあります。 

機関名 

気象機関 

水防機関 

消防機関 

災害救助機関 

警察機関（海上保安庁の機関を含む。以下、同じとします。） 

防衛機関 

輸送の確保に直接関係がある機関 

通信の確保に直接関係がある機関 

電力の供給の確保に直接関係がある機関 

ガスの供給の確保に直接関係がある機関 

水道の供給に直接関係がある機関 

選挙管理機関 

新聞社、放送事業者及び通信社の機関 

預貯金業務を行う金融機関 

国又は地方公共団体の機関 

２．通信が著しく輻輳した時又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を

経由することとなる時は、通信が相手先に着信しないことがあります。 

３．当社は、契約者、利用者又は第三者が平均的な利用を著しく上回る大量の通信量（トラフィック）

を継続して発生させ、当社又は特定事業者の電気通信設備に過大な負担を生じさせる行為その他そ

の使用若しくは運営に支障を与える行為があった場合、又は加入者若しくは第三者による迷惑メール等

送信行為があった場合、通信の利用を制限することがあります。 

 

第２０条（提供休止） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を休止することがあります。 

一、当社又は特定事業者の電気通信設備に障害が発生した場合 

二、当社又は特定事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合 

三、他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供が困難あ 

   るいは不可能になった場合 
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四、その他の事由により、本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合 

２．当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止する時は、可能な限り事前に申込者又は契約

者に対し、その理由、実施期日及び実施期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむ

を得ない場合はこの限りではありません。 

３．当社は、本条の規定による本サービスの提供休止について、契約者又は利用者に何らかの不利益

が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。 

 

第２１条（本サービス提供の停止による賠償責任） 

当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかった

時は、本サービスが全く利用できない状態であることを契約者又は利用者が当社に通知した時刻（その

前にそのことを当社が知った時は、その知った時刻。）から起算して２４時間以上その状態が継続した

時に限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、当社は次の場合、本サービス提供の停止に基づく

損害等について賠償等一切責任は負わないものとします。 

一、天災、事変、非常事態、法令上の制限、停電 

二、第２０条（提供休止）第１項の事由による本サービスの提供休止 

三、その他当社の責に帰することのできない事由 

２．前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを契約者又は利用者

が当社に通知した時刻以後のその状態が連続した時間（２４時間の倍数である部分に限ります。）に

ついて、２４時間毎に日数計算し、その日数に対応する本サービスに係る１日分の合計額を発生した

損害とみなし、その額に限って賠償します。 

３．前項に規定する１日分の料金は、別表１に定める月額利用料金を３０で除して得た額とします。 

４．前項の規定により計算して得た額に１円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。 

５．本条第１項に規定する損害賠償の事由が発生した日から起算して６ヶ月を経過しても契約者か

らの損害賠償の請求がない時は、当社は、損害賠償に応ずべき義務を免れるものとします。 

 

第２２条（本サービス提供の停止による賠償責任の免責） 

当社は、契約者又は利用者が本サービスの利用に関して損害を被った場合でも、第２１条（本サービ

ス提供の停止による賠償責任）の規定による他、何等の責任も負いません。 

 

第２３条（本サービスの廃止） 

当社は、都合により本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。 

２．当社は、本条の規定により本サービスの全部又は一部を廃止する時は、あらかじめその理由、本サ

ービスを廃止する時期等を契約者に通知するものとします。 

３．当社は、本条の規定による本サービスの廃止について、契約者又は利用者に何らかの不利益が生

じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。 
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第５章 通信 

第２４条（電波伝播条件による通信場所の制約） 

通信は、その移動無線装置が本サービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その

本サービス区域内であっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいとこ

ろでは、通信を行うことができない場合があります。 

※本条に規定する本サービス区域については、日本国内において NTT ドコモが提供する LTE（Xi）サ

ービスエリアのほか、同社が提供する 5G・4G 等の移動通信サービスエリアに準ずるものとします。 
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第６章 料金等 

第２５条（契約者の支払義務） 

契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、第２項ないし第４項の規定により算出した本サービ

スに係る初期費用、手数料、月額利用料金及び本サービスの種類毎に定める料金を支払うものとしま

す。なお、本サービスの利用に必要な機器への電源供給は、申込者又は契約者又は利用者にて負担

するものとします。 

２．別表１に定める初期費用等の支払義務は、当社が本サービスの申込みを承諾した時に発生しま

す。 

３．ads.mobile サービス基本利用料金の支払い義務は、第３条 15 項の利用開始日より発生する

ものとし、当該利用開始日の属する月から、第 12 条（契約者が行う利用契約の解約）及び第 13 条

（当社が行う停止及び解除）に規定する利用契約の解約があった日が属する月の末日までの期間

（以下、「課金期間中」といいます。）について、別表１に定める月額利用料金を支払うものとします。 

 

第２６条（電話ユニバーサルサービス料の支払義務） 

契約者は、電話ユニバーサルサービス支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会によって定

める電話ユニバーサルサービス料（電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のた

めの負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（平

成１４年６月１９日総務省令第６４号）により算出された料金をいう。）を支払うものとします。 

２．当社は、電話ユニバーサルサービス料の日割りは行わず、課金期間中は月額利用料金とともに当

該月分のその料金を別途請求します。 

 

第２７条（電話リレーサービス料の支払義務） 

契約者は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 （令和 2 年法律第５３号）に

基づき、電話リレーサービス支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会によって定める電話リ

レーサービス料を支払うものとします。 

２．当社は、電話リレーサービス料の日割りは行わず、課金期間中は月額利用料金とともに当該月分

のその料金を別途請求します。 

 

第２８条（手続きに関する料金の支払義務） 

契約者は、本サービスに係る手続きを申し出て、その承諾を受けた時は、別表１に定める手続きに関す

る料金を支払うものとします。 

 

第２９条（料金の支払い方法）  

契約者が当社に支払う費用の支払い方法は、原則としてクレジットカード払いとし、これ以外の方法によ

り支払う場合は、双方の合意に基づく方法によるものとします。なお、契約者が当社に支払う料金につい
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て、その請求金額が前月と同額である場合には、原則として 契約者に対する請求書若しくは口座振替

金額の案内文書の発行は行わないものとします。 

 

第３０条（ブロードバンドユニバーサルサービス料の支払義務） 

契約者は、ブロードバンドユニバーサルサービス支援機関である 一般社団法人電気通信事業者協会に

よって定める ブロードバンドユニバーサルサービス料 （電気通信事業法に基づき、不採算地域等におけ

る ブロードバンドサービスの提供を確保するための費用に充てるため、 ブロードバンドユニバーサルサービ

ス制度により算出された料金をいう。） を支払うものとします。  

２．当社は、ブロードバンドユニバーサルサービス料の日割りは行わず、 課金期間中は月額利用料金と

ともに当該月分のその料金を別途請求します。 
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第７章 免責 

第３１条（免責） 

当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容

等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じた

ものである時を除き、その損害を賠償しません。 
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第８章 個人情報保護 

第３２条（個人情報保護） 

当社は、本サービスを提供するにあたり、加入者の氏名及び住所を特定する情報（以下「加入者個人

情報」という。）を当社が別途定める「個人情報保護マニュアル」に従って適正に取り扱います。また、加

入者個人情報の利用・提供については、法令に基づく場合を除き本人の同意を得た目的の範囲内での

みこれを行います。  

２．当社は、本サービスの提供に関する販売・受付業務、故障修理業務、料金関連業務その他業務

において、加入者個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託する場合があります。この場合、当社は

加入者個人情報を適正に取り扱うと認められるものを選定し、委託契約においては安全管理措置、秘

密保持、再委託の条件その他の個人情報の取り扱いに関する事項について適正に定め、必要かつ適

切な監督を実施します。 
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第９章 雑則 

第３３条（本サービス利用の要件） 

本サービスを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。 

２．本契約者は、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号の MNP による転入又は転出を行うこと

ができます。 

３．MNP 転入には、以下の条件が適用されます。 

一、転入元事業者での契約者の名義と、ads.mobile 契約者の名義が同一である必要があります。 

二、転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期限は発行から１５日間となります。期限切

れの場合は転入元の携帯電話会社に再度発行いただきます。なお、申込み時には当社が別途指

定する日数以上の残日数である必要があります。 

三、MNP 手続きの都合上、一定期間、電話番号を利用することができない期間（MNP 転入手続完 

了後から、当該手続きに係る音声 SIM 又は音声 SIM+スマートホン端末が契約者の指定先に到 

着するまでの期間）があります。 

四、 当社が MNP に係る手続きを行うにあたり、その申出の可否を判断するために、転入元事業者又は 

転出先事業者との間で、契約者又は利用者の氏名、住所、生年月日、その他手続きに必要な情

報を相互に開示し、又は照会することを承諾していただきます。 

４．契約者は、当社が貸与又は発行する SIM 等に登録されている回線識別番号その他情報の読み

出し、変更、又は消去を行ってはならないものとします。 

５．契約者は、音声 SIM によって利用可能な音声通話機能が、必ずしも特定事業者が提供する類

似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音

声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。 

６．本サービスにおいては、第１３条（当社が行う停止及び解除）、第１９条（本サービスの利用

制限）、第２０条（提供休止）、及び第２１条（本サービス提供の停止による賠償責任）に定め

るほか、本サービスの品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当

社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限す

る場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。 

 

第３４条（本サービス利用に係る契約者の義務） 

利用者は、次のことを守るものとします。 

一、故意に利用者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わない

こと。 

二、SIM 等及び端末の改造、又は分解をしないこと。 

三、SIM 等に登録されている利用者識別番号その他の情報の読み出し、変更、又は消去をしないこと。 

２． 利用者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。 

一、当社若しくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれの 
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ある行為。 

二、 当社若しくは第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれの 

ある行為。 

三、当社若しくは第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、当社若しくは第三者への不当な差

別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。 

四、詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつく

おそれの高い行為。 

五、わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表

示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる

広告を表示又は送信する行為。 

六、薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品（指定薬物等である疑いがある物として告示

により広告等を広域的に禁止された物品）若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつ

く、若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行

為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。 

七、販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行

為。 

八、貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。 

九、無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、これを勧誘する行為。 

十、当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為。 

十一、第三者になりすまして本サービスを利用する行為。 

十二、ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信又は掲載する行為。 

十三、無断で当社若しくは第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念

上当社若しくは第三者に嫌悪感を抱かせる、若しくはそのおそれのあるメールを送信する行為。 

十四、当社若しくは第三者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障

を与える行為、又は与えるおそれのある行為。 

十五、違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。 

十六、違法行為（けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、

殺人、脅迫等）を請負し、仲介し又は誘引（他人に依頼することを含む）する行為。 

十七、人の殺人現場等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上当

社若しくは第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。 

十八、人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹 

介する等の行為。 

十九、その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリン 

クをはる行為。 
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二十、犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、当社若しくは第三者を不当に誹謗

中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者としてウェブページに掲載等

させることを助長する行為。 

二十一、その他、公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者の権利を侵害すると当社が判断した行

為。 

二十二、本サービスの運営を妨げる行為。 

３．契約者又は利用者は、本条第１項の規定に違反して当社又は特定事業者の電気通信設備を 

亡失し又は毀損した時は、当社は指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を 

支払うものとします。 

４．契約者が当該契約者の家族その他の者（以下、「関係者」という。）に利用させる目的で、かつ

当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して加入契約を締結した時は、当該契

約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様に本約款を遵守させる義務を負うものとします。 

５．前項の場合、契約者は、当該関係者が本条各号に定める禁止事項のいずれかを行い、又はその

故意又は過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、

本約款の各条項が適用されるものとします。 

 

第３５条（ID 及びパスワード） 

契約者又は利用者は、ID 及びパスワード（以下、「ID 等」という。）の管理責任を負うものとします。 

２．当社は、契約者が本契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID 等の掲示を求めること

があります。 

３．契約者又は利用者は、ID 等を第三者に利用させないものとします。ただし、本約款で別の定めが

規定されている場合にはこの限りではありません。 

４．契約者は、ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社に

その旨を連絡するとともに、当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、ID 等の

窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について一切責任を負わないものとします。 

５．契約者は、ID を変更することはできません。 

６. 契約者は、同一世帯内（住所）の別の契約者と ID 等を共有するものとし、同一世帯内で利用

する各サービス等の利用状況や請求金額・支払い情報等を閲覧できるものとします。 

７. 契約者は、ID等を利用する本サービスの内容について、当社が別に定める「IDサービス利用規約」

に同意のうえ、これを遵守するものとします。 

 

第３６条（法令に規定する事項） 

本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。 
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第３７条（反社会的勢力の排除） 

契約者及び利用者は、次のいずれかも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを

表明し、保証するものとします。 

一、自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴

力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その       

他これらに準ずる者（以下、「暴力団員等」という。）であること。 

二、 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 

三、 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 

四、 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、暴

力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 

五、 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係 

を有すること。 

六、 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関 

係を有すること。 

２．契約者及び利用者は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを

保証するものとします。 

一、暴力的な要求行為。 

二、法的な責任を超えた不当な要求行為。 

三、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 

四、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する 

行為。 

五、その他前各号に準ずる行為。 

２． 当社は、申込者及び契約者が前２項に規定する事項に反すると具体的に疑われる時は、申込者 

及び契約者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、申込者及び契約者はこれに応じるものとしま

す。この場合において、当社は申込者及び契約者に対し必要に応じて資料の提出を求めることができる

ものとし、申込者及び契約者は、これに応じるものとします。 

３． 当社は、契約者及び申込者が第１項各号のいずれかに該当すること若しくは第２項各号のいず 

れかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第１項若しくは第２項の規定に関して虚偽の申告を

行ったことが判明した場合、前項に規定する調査等に応じない若しくは調査等において虚偽の回答をし

た場合、その他本契約の申込みを承諾すること又は本契約を継続することが不適切であると当社が認め

る場合には、本契約の申込みを承諾しないこと又は本契約を解除することができるものとします。 

５．申込者及び契約者は、前項の適用により、契約者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、

当該損害等の賠償を請求しないものとします。 
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第３８条（管轄裁判所） 

当社は、加入契約により生じる一切の紛争等については津地方裁判所又は津簡易裁判所を管轄裁

判所とします。 

 

第３９条（定めなき事項） 

本約款に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社及び申込者又は契約者は、本契約締結

の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。 

 

附則 

当社は特に必要がある時には、本約款に特約を付することができるものとします。 

本約款は、平成２８年８月１日より施行します。 

この改正約款は、平成３０年１２月１２日から実施します。 

この改正約款は、令和 3 年４月１日から実施します。 

この改正約款は、令和 3 年 6 月１日から実施します。 

この改正約款は、令和 3 年 7 月１日から実施します。 

この改正約款は、令和３年９月１０日から実施します。 

この改正約款は、令和 4 年 3 月１日から実施します。 

この改正約款は、令和 4 年 7 月１日から実施します。 

この改正約款は、令和 5 年 7 月 10 日から実施します。 

この改正約款は、令和 6 年 4 月 1 日から実施します。 

この改正約款は、令和 6 年 10 月 1 日から実施します。 

この改正約款は、令和 6 年 12 月 25 日から実施します。 

この改正約款は、令和７年 7 月１日から実施します。 

この改正約款は、令和 8 年 4 月１日から実施します。 

この改正約款は、令和 8 年 6 月１日から実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

【別表１】 

ads.mobile サービス 料金表 

 

１．適用 

この別表に記載する全ての金額は、消費税（１０％）が含まれています。請求金額は税抜価格の合

計から税率乗算して小数点以下端数を切り捨てて計算します。消費税率の引き上げに応じて金額は

変更されます。 

 

２．料金額 

（初期費用及び手続きに関する費用） 

品目 料金 備考 

登録手数料 ３,３００円（税込）  

当日開通手数料    ５５０円（税込）  

SIM 同番発行手数料     ３,３００円（税込） 

SIM 等の形状区分の変更、紛失、盗難又

は毀損その他の理由（eSIM の場合は機

種変更、eSIM 消去を伴う初期化、修理に

伴う eSIM 再設定、eSIM プロファイルの消

失・誤消去を含む）等による再発行の場合

に要します。 

機種変更手数料     ３,３００円（税込） 
機種変更による設定および手続きの場合に

要します。 

サービス再開手数料 ２,２００円（税込） 

サービス停止による停止状態より再開する場

合に要します。（携帯番号が抹消済みの場

合は再開できません） 

名義変更手数料 １,１００円（税込）  

利用料金明細発行手数料 ３３０円（税込） 利用料金明細書発行毎に要します 

請求書発行手数料 １,１００円（税込） 請求書発行毎に要します。 

支払証明書発行手数料 ５５０円（税込） 証明書発行毎に要します 

利用料金証明書発行手数料 ５５０円（税込） 証明書発行毎に要します 
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ID 発行通知書再発行手数料 ５５０円（税込） 通知書発行毎に要します 

 

（ads.mobile サービス基本利用料金） 

品目 月額利用料金 備考 

１GB 音声プラン     ９９０円（税込） バンドルクーポン：１,０００MB 

３GB 音声プラン     １,４３０円（税込） バンドルクーポン：３,０００MB 

５GB 音声プラン     １,６５０円（税込） バンドルクーポン：５,０００MB 

１０GB 音声プラン     ２,２００円（税込） バンドルクーポン：１０,０００MB 

２０GB 音声プラン     ２,６４０円（税込） バンドルクーポン：２０,０００MB 

５０GB 音声プラン     ５,２８０円（税込） バンドルクーポン：５０,０００MB 

■SIM カードは貸与品となり月額にレンタル費用を含みます。 

■「電話ユニバーサルサービス料」、「電話リレーサービス料」、「ブロードバンドユニバーサルサービス料」が 1

電話番号あたり別途必要です。 

 

（通話定額オプション） 

品目 月額利用料金 備考 

 

１０分カケホ ※１ 

（専用アプリ必要） 

 

 

   ７７０円（税込） 

   

・１回の通話につき最大１０分以内 

の国内通話料が何度でも無料となりま 

す。（一部を除く）※２ 

・基本料は翌月に支払うものとします。 

 

１０分カケホ 

 

  ７７０円（税込） 

・１回の通話につき最大１０分以内 

の国内通話料が何度でも無料となりま 

す。（一部を除く）※２ 

・基本料は翌月に支払うものとします。 

 

１０分カケホ（法人） 

 

１,６５０円（税込） 

・１回の通話につき最大１０分以内 

の国内通話料が何度でも無料となりま 

す。（一部を除く）※２ 

・基本料は翌月に支払うものとします。 

かけ放題  １,５４０円（税込） ・ 国内通話料が 24 時間何度でも無 

料となります。（一部を除く）※２ 

※１ 令和 4 年 2 月 28 日をもって新規受付は終了。 

※２ 時報（117）等の特番や留守番電話（1416）等の付加機能、テレビ電話（一般

の音声通話以外）、国際電話、SMS 送信料、0××0（ナビダイヤル）、【別表 3】
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定額通話対象外電話番号等を利用した場合には、特定事業者が定めた額と同額の

通話料が発生します。 

 

（オプションサービス利用料金） 

品目 月額利用 備考 

追加クーポン（１００MB）※１ ２２０円（税込） クーポン購入毎に即時発生 

追加クーポン（１０００MB）※２ ６６０円（税込） クーポン購入毎に即時発生 

テクニカル＆リモートサポート ４４０円（税込）  

ウイルスバスターモバイル ３３０円（税込）  

スマートフォンセキュリティ １６５円（税込）  

i－フィルターfor マルチデバイス ３８５円（税込）  

延長保証 ３３０円（税込）  

留守番電話 ３８５円（税込）  

割り込み電話 ２７５円（税込）  

※１ 申込みした日の属する月の翌月から３ヶ月後の月末まで有効とします。 

※２ 申込みした日の属する月の月末まで有効とします。 

 

３．通話料／SMS 利用料金 

 月額利用料金 備考 

 

 

 

 

 

国内 

通話 

 

 

 

 

 

 

通常回線 

１１円（税込） 

／３０秒 

（一部を除く）※１ 

・無料通話分はありません。 

・時報（117）等の特番や留守番電

話（1416）等の付加機能は２２

円（税込）／３０秒。テレビ電話等

のデジタル通信料は３９.６円（税

込）／３０秒かかります。 

・NTT ドコモの「他社接続サービス通

信料」（電報料含む）は、通話料と

あわせて請求されます。 

・通話料は翌々月に支払うものとしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・国際ローミングの利用停止目安額は

５０,０００円／月となります。上限

金額の変更はできません。 
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国際ローミ

ング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・サービス運用上の都合により、本制

限額を超過しても直ちに利用制限さ

れない場合があります。また本制限額

を超過して利用された場合、その事由

に依らず当該利用により発生した料金

の減免はいたしません。 

・国際ローミングをご利用の際には、着

信時に着信料が発生します。 

・国際ローミングサービスのサービスエリ

アについては、NTT ドコモのサイト、「海

外でつかう時の通話・通信料・サービス

エリア検索」をご確認ください。 

・国際ローミング利用時のデータ通信

はできません。 

・国際ローミングの提供は、NTT ドコモ

の提供する国際ローミングサービス

WORLD WING のサービスを保証す

るものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際電話 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 

 ・国際電話および国際SMSの利用停

止目安額は合算で２０,０００円／

月となります。上限金額の変更はでき

ません。 

・サービス運用上の都合により、本制

限額を超過しても直ちに利用制限さ

れない場合があります。また、本制限

額を超過して利用された場合、その事

由に依らず当該利用により発生した料

金の減免はいたしません。 

・国際電話の通話料は NTT ドコモの

サイト、「国際電話・国際メッセージサ

ービスの通話・通信料・サービスエリア

検索」をご確認ください。 

消費税は課税されません 
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SMS 

送受信料

※３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内へ送信 
３～３３円（税込） 

／回 

 

海外へ送信 

※４ 
５０～５００円／回 消費税は課税されません 

海外で送信 １００円／回 消費税は課税されません 

受信 無料  

 

 

 

仕様 

 

 

 

 

 

 ・送信料金は送信文字数により異なり

ます。 

・端末又はアプリによっては全角最大

６７０文字（半角英数字のみの場

合は１５３０文字）までの文字メッ

セージを送受信できます。 

・全角７１文字（半角英数字のみの

場合は１６１文字）以上の文字メッ

セージを送信した場合、端末又はアプ

リによってはメッセージが分割されて届く

場合があります。 

・１回に送信できるメッセージは、全角

７０文字（半角英数字のみの場合

は１６０文字）以内の場合２００

回未満となります。 

・SMS 送信料は翌々月に支払うもの 

とします。 

・SMS受信には、危険なサイトの URL 

や電話番号が含まれる SMS を自動で 

拒否する「危険 SMS 拒否設定」機能 

が適用（一部を除く※５）されます。 

※１ 時報（117）等の特番や留守番電話（1416）等の付加機能、テレビ電話（一般の音声通

話以外）、国際電話、SMS 送信料、0××0（ナビダイヤル）等を利用した場合には、特定事

業者が定めた額と同額の通話料が発生します。 

※２ 国際電話利用の場合には、特定事業者が定めた額と同額の通話料が発生します。 

※３ SMS１回あたり送信料金（送信通数）は送信文字数に応じて変わります。 

※４ 海外へ送信の場合には、特定事業者が定めた額と同額の通信料が発生します。 

※５ 「SMS 一括拒否設定」および「個人番号受信」を設定されている場合は自動適用されません。 

    自動適用へ変更される場合は、別途お申込みが必要になります。 
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（通話定額オプション従量制料金） 

 

 

 

国内 

通話 

１０分カケホ 

超過分 
１１円（税込） 

／３０秒 

・１０分を超過した場合１１円（税

込）／３０秒が発生します。 

・１０分超過分の通話料は翌々月に支

払 

うものとします。 

節約ダイヤラー 

アプリより発信 

※１ 

１１円（税込） 

／３０秒 

・固定電話宛、スマートホン宛、PHS 宛の

通話料が全て１１円（税込）／３０

秒となります。 

・通話料は翌々月に支払うものとします。 

 

 

 

 

国際 

通話     

 

 

 

 

 

 

節約ダイヤラーアプ

リより発信した場合 

※１ 

                       

１０円／３０秒 

３２ヶ国一律１０円／３０秒（消費

税は課税されません）となります。韓国、

香港、シンガポール、中国、台湾、マカオ、

フィリピン、ブルネイ、インドネシア、マレーシ

ア、タイ、ベトナム、アラスカ、アメリカ（本

土）、カナダ、ブラジル、ハワイ、グアム、サ

イパン、オーストラリア、ニュージーランド、フ

ランス、ドイツ、イギリス、イタリア、バチカン、

ベルギー、ギリシャ、オランダ、スペイン、スイ

ス、ロシア連邦 

 

国際 

通話 

 

プレフィックス番号

「 0077-502 」 を

先頭に付加して

発信した場合  

 【別表２】 

 

 

【別表 2】 

※１ 令和 4 年 2 月 28 日をもって新規受付は終了。 

 

４．端末割賦支払い  

期間 ～２４ヶ月 

端末割賦金 割賦支払金（月額）×24 回 

 

５．SIM カード返還先 

住所 〒518-0702 三重県名張市鴻之台 2-58-2 トレンドビル 1 号室 

窓口 株式会社アドバンスコープ ケーブルスマホ鴻之台店 
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連絡先 0595-62-5055 

 

住所 
〒518-0775 三重県名張市希央台５番町 19 番地 

複合コミュニティ施設「Navarie(なばりえ)」1 階 

窓口 株式会社アドバンスコープ CATV SHOP ads. 

連絡先 0120-82-3434 
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【別表２】 

国際割引通話対応国一覧 

                

国・地域 

番号 
国・地域名 

通話料/ 

30 秒/円 割引通話対象外 

2025 年 1 月～ 

354 アイスランド共和国 40.63  - 

353 アイルランド 10.00  - 

994 アゼルバイジャン共和国 53.75  - 

247 アセンション 237.50  - 

351 アゾールス諸島 46.25  - 

93 アフガニスタン・イスラム国 110.00  - 

1 アメリカ (本土) 16.88  - 

1-907 アラスカ 15.63  - 

971 アラブ首長国連邦 43.13  - 

213 アルジェリア民主人民共和国 114.13  - 

54 アルゼンチン共和国 31.25  - 

297 アルバ 47.50  - 

355 アルバニア共和国 111.88  - 

374 アルメニア共和国 119.75  - 

1-264 アンギラ 67.50  - 

244 アンゴラ共和国 46.88  - 

1-268 アンティグァ・バーブーダ 53.75  - 

376 アンドラ公国 34.88  - 

967 イエメン共和国 83.13  - 

44 イギリス 27.51  - 

972 イスラエル国 28.75  - 

39 イタリア 33.75  - 

964 イラク共和国 140.00  - 

98 イラン・イスラム共和国 59.38  - 

8816/8817 イリジウム衛星携帯国際電話 213.75  - 

91 インド 41.88  - 

62 インドネシア 12.50  - 

870 インマルマット衛星携帯電話 213.75  - 

870 インマルサット BGAN 213.75  - 



35 

 

 

870 インマルサット FB 213.75  - 

870 インマルサット FX 213.75  - 

870 インマルサット SB 213.75  - 

256 ウガンダ共和国 49.38  - 

380 ウクライナ 39.38  - 

998 ウズベキスタン共和国 56.88  - 

598 ウルグアイ東方共和国 36.25  - 

593 エクアドル共和国 40.00  - 

20 エジプト・アラブ共和国 48.13  - 

372 エストニア共和国 236.25  - 

268 エスワティニ王国 33.13  - 

251 エチオピア連邦民主共和国 93.13  - 

291 エリトリア国 181.25  - 

503 エルサルバドル共和国 38.13  - 

61 オーストラリア 71.88  61-89164、61-89162 

43 オーストリア共和国 47.50  - 

968 オマーン国 64.38  - 

31 オランダ 13.75  - 

599 オランダ領アンティール 38.13  - 

1-721 オランダ領セントマーティン 48.75  - 

233 ガーナ共和国 61.88  - 

238 カーボベルデ共和国 58.75  - 

592 ガイアナ協同共和国 66.88  - 

7 カザフスタン共和国 57.50  - 

974 カタール国 70.38  - 

1 カナダ 25.01  - 

241 ガボン共和国 74.38  - 

237 カメルーン共和国 67.50  - 

220 ガンビア共和国 115.00  - 

855 カンボジア王国 55.00  - 

245 ギニア・ビサウ共和国 172.88  - 

224 ギニア共和国 72.50  - 

357 キプロス共和国 24.38  - 

53 キューバ共和国 81.63  - 

30 ギリシャ 26.88  - 
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686 キリバス共和国 189.38  - 

996 キルギス共和国 97.50  - 

502 グアテマラ共和国 30.00  - 

590 グァデルーペ 40.00  - 

1-671 グアム 13.75  - 

965 クウェート国 43.75  - 

682 クック諸島 172.50  - 

299 グリーンランド 88.00  - 

61-89164 クリスマス島 63.75  - 

1-284 グレートブリテン領バージン諸島 55.00  - 

1-473 グレナダ 70.25  - 

385 クロアチア共和国 84.25  - 

1-345 ケイマン諸島 52.50  - 

254 ケニア共和国 166.25  - 

225 コートジボワール共和国 70.63  - 

61-89162 ココス・キーリング諸島 30.00  - 

506 コスタリカ共和国 177.50  - 

383 コソボ共和国 90.63  - 

269 コモロ・イスラム連邦共和国 45.00  - 

57 コロンビア共和国 23.13  - 

242 コンゴ共和国 130.63  - 

243 コンゴ民主共和国 139.38  - 

1-193 サイパン 26.25  - 

966 サウジアラビア王国 54.38  - 

685 サモア独立国 90.63  - 

508 サン・ピエールおよびミクェロン島 30.63  - 

239 サントメ・プリンシペ民主共和国 141.88  - 

260 ザンビア共和国 71.88  - 

378 サンマリノ共和国 53.75  - 

232 シエラレオネ共和国 129.38  - 

253 ジブチ共和国 101.88  - 

350 ジブラルタル 71.25  - 

1-876 ジャマイカ 46.25  - 

995 ジョージア 94.25  - 

963 シリア・アラブ共和国 64.38  - 
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65 シンガポール 17.50  - 

263 ジンバブエ共和国 68.13  - 

41 スイス 53.75  - 

46 スウェーデン王国 15.63  - 

249 スーダン共和国 73.13  - 

34 スペイン（カナリア諸島含む） 18.76  34-902 

34 スペイン領北アフリカ 18.76  - 

88216 スラーヤ衛星携帯電話 213.75  - 

597 スリナム共和国 52.50  - 

94 スリランカ民主社会主義共和国 51.88  - 

421 スロバキア共和国 29.39  - 

386 スロベニア共和国 123.75  - 

248 セーシェル共和国 90.63  - 

221 セネガル共和国 92.50  - 

381 セルビア共和国 90.63  - 

1-784 
セント・ヴィンセントおよびグレナディー

ン諸島 
53.75  

- 

290 セント・ヘレナ 105.88  - 

1-758 セント・ルシア 64.00  - 

1-869 セントクリストファー・ネイビス 84.00  - 

252 ソマリア民主共和国 181.25  - 

677 ソロモン諸島 230.75  - 

1-649 タークスおよびカイコス諸島 85.88  - 

66 タイ 12.50  - 

992 タジキスタン共和国 51.88  - 

255 タンザニア連合共和国 127.50  - 

420 チェコ共和国 87.50  - 

235 チャド共和国 175.00  - 

216 チュニジア共和国 110.00  - 

56 チリ共和国 20.00  - 

688 ツバル 177.50  - 

246 ディエゴ・ガルシア 90.00  - 

45 デンマーク王国 15.00  - 

49 ドイツ 41.88  - 

228 トーゴ共和国 76.25  - 
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690 トケラウ諸島 237.50  - 

1-188 ドミニカ共和国 20.00 - 

1-767 ドミニカ国 61.50  - 

1-868 トリニダード・トバゴ共和国 45.00  - 

993 トルクメニスタン 76.88  - 

90 トルコ共和国 31.88  - 

676 トンガ王国 220.00  - 

234 ナイジェリア連邦共和国 46.88  - 

674 ナウル共和国 166.88  - 

264 ナミビア共和国 45.00  - 

683 ニウエ 237.50  - 

505 ニカラグア共和国 38.13  - 

227 ニジェール共和国 175.00  - 

687 ニュー・カレドニア 67.50  - 

64 ニュージーランド 14.38  - 

977 ネパール王国 66.75  - 

672 ノーフォーク島 56.38  - 

47 ノルウェー王国 17.50  - 

973 バーレーン国 55.63  - 

509 ハイチ共和国 54.38  - 

92 パキスタン・イスラム共和国 38.13  - 

39 バチカン 33.75  - 

507 パナマ共和国 31.88  - 

678 バヌアツ共和国 227.63  - 

1-242 バハマ国 25.63  - 

675 パプアニューギニア 246.25  - 

1-441 バミューダ諸島 25.63  - 

680 パラオ共和国 81.88  - 

595 パラグアイ共和国 33.13  - 

1-246 バルバドス 49.38  - 

1-808 ハワイ 15.63  - 

36 ハンガリー共和国 21.88  - 

880 バングラデシュ人民共和国 36.88  - 

298 ファロー諸島 49.38  - 

679 フィジー共和国 59.38  - 
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63 フィリピン 21.26  - 

358 フィンランド共和国 17.50  - 

975 ブータン王国 41.88  - 

1-787 プエルトリコ 21.88  - 

500 フォークランド諸島 177.50  - 

55 ブラジル 12.50  - 

33 フランス 77.51  

33-836、33-890、33-

891 、 33-892 、 33-

893 、 33-897 、 33-

898、33-899 

594 フランス領ギアナ 27.50  - 

689 フランス領ポリネシア 48.13  - 

359 ブルガリア共和国 66.25  - 

226 ブルキナファソ 67.50  - 

673 ブルネイ 13.75  - 

257 ブルンジ共和国 87.50  - 

84 ベトナム 11.88  - 

229 ベナン共和国 71.25  - 

58 ベネズエラ・ボリバル共和国 28.13  - 

375 ベラルーシ共和国 177.50  - 

501 ベリーズ 36.25  - 

51 ペルー共和国 30.00  - 

32 ベルギー 22.50  - 

48 ポーランド共和国 21.88  - 

387 ボスニア・ヘルツェゴビナ 55.63  - 

267 ボツワナ共和国 56.25  - 

591 ボリビア共和国 34.38  - 

351 ポルトガル共和国 46.25  - 

504 ホンジュラス共和国 40.63  - 

692 マーシャル諸島共和国 63.75  - 

262-269 マイヨット島 40.63  - 

853 マカオ 13.13  - 

389 マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 68.13  - 

261 マダガスカル共和国 139.38  - 

351 マディラ諸島 46.25  - 
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265 マラウイ共和国 92.25  - 

223 マリ共和国 68.75  - 

356 マルタ共和国 38.13  - 

596 マルティニク 30.63  - 

60 マレーシア 10.63  - 

691 ミクロネシア連邦 87.00  - 

95 ミャンマー連邦 68.13  - 

52 メキシコ合衆国 20.00  - 

230 モーリシャス共和国 45.63  - 

222 モーリタニア・イスラム共和国 89.38  - 

258 モザンビーク共和国 87.25  - 

377 モナコ公国 46.25  - 

960 モルディブ共和国 119.38  - 

373 モルドバ共和国 77.25  - 

212 モロッコ王国 65.00  - 

976 モンゴル国 32.50  - 

1-664 モンセラット 90.25  - 

382 モンテネグロ共和国 72.50  - 

962 ヨルダン・ハシミテ王国 69.38  - 

856 ラオス人民民主共和国 59.38  - 

371 ラトビア共和国 177.50  - 

370 リトアニア共和国 236.25  - 

423 リヒテンシュタイン公国 30.63  - 

231 リベリア共和国 79.38  - 

40 ルーマニア 30.00  - 

352 ルクセンブルク大公国 18.13  - 

250 ルワンダ共和国 84.38  - 

266 レソト王国 40.00  - 

961 レバノン共和国 76.00  - 

262 レユニオン 35.63  - 

7 ロシア連邦 28.75 

7-903 、 7-905 、 7-

906、7-909、7-954、

7-960 、 7-961 、 7-

962、7-963、7-964、

7-965、7-966、7- 
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    967、7-968 

82 韓国 32.51  - 

852 香港 11.25  - 

218 社会主義人民リビア・アラブ国 62.50  - 

212 西サハラ 65.00  - 

240 赤道ギニア共和国 101.88  - 

886 台湾 38.76  - 

236 中央アフリカ共和国 190.00  - 

86 中国 10.63  - 

850 朝鮮民主主義人民共和国 102.00  - 

670 東ティモール 119.25  - 

27 南アフリカ共和国 13.75  - 

211 南スーダン共和国 167.50  - 

1-684 米領サモア 90.63  - 

1-340 米領バージン諸島 11.88  - 

83130 国際ネットワーク（Orange S.A.） 77.51  - 

88247 国際ネットワーク（Transatel） 77.51  - 

※国際サービス料金は課税対象外です。 

※通常の国際通話料よりも割高となる国や地域もございます。 
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【別表３】 

    通話定額対象外電話番号 

 

 

■対象サービス 通話定額オプション 

 ・10 分カケホ 

 ・10 分カケホ（法人） 

 ・かけ放題 


